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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

売上の新会計基準 

IFRS15 
 

TFRS for SMEsの適用開始が、案の定確定しないまま新年を迎えてしまいました。タイにおける生の情報

を提供する月報のネタとして TFRS for SMEs を続けるのも適切ではなくなりましたので、今月から別の話

題にしたいと思います。国際会計基準において、一般の企業にとって一番重要な「売上」の会計基準が

全面的に刷新されました。出荷基準や検収基準等、これまで常識だった売上計上基準が、時代遅れと言

われてしまう日が、近い将来やって来るかもしれません。 

 

■IFRS第 15号の適用開始■ 
 

新しい売上に関する会計基準は、IFRS第 15号「顧客との契約から生じる収益」（以下 IFRS15）です。この

会計基準が 2018 年 1 月 1 日以降に開始する会計年度から適用になりました。それに伴い、従来の売上

に関する会計基準だった IAS18「収益」、IAS11「工事契約」、その他解釈指針（IFRIC13「カスタマー・ロイ

ヤルティ・プログラム」、IFRIC15「不動産の建設に関する契約」、IFRIC18「顧客からの資産の移転」、

SIC31「宣伝サービスを伴うバーター取引」）は廃止です。 

 

■売上計上基準が変わる■ 
 

IFRS15 が従来の会計基準を単に整理統合したものであれば大した話ではないのですが、そうではなく、

従来とは全く異なる売上計上のコンセプトを採用しているため非常に厄介です。そのコンセプトを説明す

るために、「履行義務」「契約資産」「契約負債」等、簿記や経理を学んだことがある方でも、今まで一度も

聞いたことがない新しい用語が登場します。そしてコンセプトの変更によって、売上を計上するタイミング

や計上金額も変わってきます。およそ 60 ページ（うち解説等 30 ページ）に亘る新しい会計基準は、正直

面食らいます。内容を理解するには、会計を一から勉強し直すくらいの気持ちが必要だと思います。 

 

なおタイでは IFRS15をタイ語訳した TFRS15が、来年 2019年 1月 1日以降に開始する会計年度から適

用開始になる予定です。対象企業は当面、TFRS フルバージョンを適用している会社だけだと思います。

したがって、タイで非上場の日系企業は基本的に関係ない、と申し上げたい所ですが、そうとも言い切れ

ません。と言うのも、日本でも同様の新しい売上の会計基準が近々導入される方向にあるからです。 

 

■日本の売上計上基準も変わる■ 
 

実は日本では、現時点では、売上をテーマとした会計基準はありません。日本企業は何を根拠として売

上を計上しているかと言うと、日本の会計基準の基本中の基本を定めている企業会計原則です。ただし

その中には、「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したもの

に限る」という規定（と注解）があるだけです。「工事契約」と「ソフトウェア取引」については、それぞれ別途

個別の会計基準がありますが、それ以外は各社及び業界の慣習や税務の関係から売上計上の実務が
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成り立っているのが実態です。 

 

しかし、日本も国際会計基準へのコンバージェンス（収斂）を進めていく上で、当然、IFRS15 のような売上

計上（広く言えば収益認識）に関する包括的な会計基準もきちんと用意する必要に迫られています。そこ

で企業会計基準委員会は、2017年 7月に「収益認識に関する会計基準」と「収益認識に関する会計基準

の適用指針」の公開草案を公表しました。これらの草案は、IFRS15 の基本的な原則を全て取り入れ、

IFRS15 と整合性を図ることを基本方針として作られているため、実質的には IFRS15 の日本版と言える内

容になっています。したがって IFRS15 を理解するのと同じように、日本でもまず新しい用語とコンセプトを

覚えた上で、売上の計上時期や計上金額を考えないといけなくなります。 

 

企業会計基準委員会では、公開草案について 2017年 10月締め切りで世間一般からのコメント募集を行

いました。現在寄せられたコメントを踏まえて再検討を行っている段階であり、その後最終的な会計基準と

して再び公表するという流れになります。現在の所、日本の新しい売上の会計基準は、2021 年 4 月 1 日

以降に開始する会計年度から適用される予定です。タイ非上場の日系企業も、日本の売上計上基準が

変われば日本での連結上や銀行取引上それに準ずる必要が出てきますから、やはり無関係という訳には

いなかくなるなると思います。 

 

■どのように変わるのか■ 
 

IFRS15も日本の収益認識会計基準公開草案も、わざとではないかと勘繰りたくなるくらい読みにくい文章

になっています。次回から詳細をかみ砕いていきたいと思いますが、要は実際どのように変わるのか、タイ

の日系企業で該当しそうなケースをいくつか例として挙げます。ただし実務上は、新会計基準で示されて

いる検討事項に照らして各社各取引ケースバイケースでの判断になります。全てのケースにおいて当て

はまる訳ではないため、この例を見て慌てないようにお願い致します。 

 

① 販売価格に保険的な製品保証が含まれている場合 

 製品保証サービス料に相当する部分は、販売時に売上計上せず一定期間に亘って計上する。 

 

② 販売価格に据付やトレーニング等のサービスが含まれている場合 

 それぞれのサービス料に相当する部分は、売上計上時期が異なってくる。 

 

③ 顧客に対するリベートがある場合 

 支払いが取引価格の減額であれば売上を減額する。 

  

④ 顧客に対する価格改定がある場合 

 最終的に受け取ることができる金額を見積ることができるようになった時点で売上計上する。 

 

⑤ 顧客に一定期間内の返品権がある場合 

 返品されると見込まれる数量については売上計上せず負債計上する。 

（次回に続く） 
  

 

KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
小石川会計事務所（経営管理及び監査業務） 

ジェトロバンコクの講師が直接、貴社の経営管理・財務管理を指導いたします 
2/23（金）に毎年恒例ジェトロの大セミナーがあります（於：コンラッド）。 

今年もご支援ご愛顧の程、よろしくお願い致します。 

代表者： 長澤 孝人（日本国公認会計士） 

所在地： Room 2C, 1294 Sutthisan-Winitchai Road, Huay Kwang, Bangkok 10310（MRT スティサン駅徒歩 1 分） 

連絡先： 091-739-4777 または nagasawa@koishikawa.co.th 会社案内： http://koishikawa.p1.bindsite.jp/ 
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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

売上の新会計基準 

IFRS15 
 

前回から売上に関する新しい国際会計基準 IFRS15について記載しています。タイで NPAEｓ基準を適用

している会社でも、日本の親会社が上場している場合には、日本版の IFRS15 の導入によって数年内に

少なからず影響を受けますので、今から知っておいていただければと思います。 

 

■従来の売上計上基準は全てなかったことに■ 
 

国際会計基準では、従来、売上を計上する（認識する）ための要件を以下のように規定していました。タイ

で NPAEs基準を適用している日系企業は、現在もこれが売上計上の基本です。 

 

【物品販売の場合（IAS18）】 

以下の要件の全てが満たされた時に認識する。 

① 物品の所有に伴う重要なリスク及び経済価値が買手に移転している。 

② 物品に対して継続的な管理上の関与も実質的な支配も保持していない。 

③ 収益の額が信頼性をもって測定できる。 

④ 取引に関連する経済的便益が企業に流入する可能性が高い。 

⑤ 発生したまたは発生する原価を信頼性をもって測定できる。 

 

【役務提供の場合（IAS18）】 

以下の要件の全てが満たされる場合に、取引の進捗度に応じて認識する。 

① 収益の額が信頼性をもって測定できる。 

② 取引に関連する経済的便益が企業に流入する可能性が高い。 

③ 決算日における取引の進捗度を信頼性をもって測定できる。 

④ 発生したまたは発生する原価を信頼性をもって測定できる。 

 

【工事契約の場合（IAS11）】 

工事契約の結果が信頼性をもって見積ることができる場合、工事契約に関連した収益及び原価は、決算

日現在のその請負業務の進捗度に応じて、収益及び費用として認識する。工事契約の結果は、以下の

要件の全てが満たされる時に、信頼性をもって見積ることができる。 

（固定価格の契約の場合） 

① 工事収益の合計額が信頼性をもって測定できる。 

② 契約に関連した経済的便益が企業に流入する可能性が高い。 

③ 契約の完了に要する工事原価と決算日における契約の進捗度の両方が信頼性をもって測定で

きる。 

④ 契約に帰属させることができる工事原価が、実際に発生した工事原価を従前の見積りと比較でき

るように明確に識別でき、かつ信頼性をもって測定できる。 
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（原価加算契約の場合） 

① 契約に関連した経済的便益が企業に流入する可能性が高い。 

② 契約に帰属させることができる工事原価が明確に識別でき、かつ信頼性をもって測定できる。 

 

IFRS15が凄いのは、今まで当たり前だったこれらの基準を、「全部なかったことに」してしまう点です。売上

の計上について、これまでの固定概念を捨てて一から考え直さないといけません。 

 

■IFRS15の基本コンセプト■ 
 

まず IFRS15 は、その基本原則を、「約束した財又はサービスの顧客への移転を、それらと交換に企業が

権利を得ると見込む対価の額で描写するように、収益の認識を行うこと」としています。そしてその原則の

下、収益を認識するために、5つのステップを踏むことを要求しています。 

① 顧客との契約を識別する。 

② 契約における履行義務を識別する。 

③ 取引価格を算定する。 

④ 契約における履行義務に取引価格を配分する。 

⑤ 履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。 

 

以下、5つのステップを理解するための簡単な説例です（収益認識会計基準公開草案より）。 

【前提】 

・ 標準的な商品 Xの販売と 2年間の保守サービスを提供する 1つの契約を締結。 

・ 期首に商品 X を顧客に引き渡し、翌期末まで保守サービスを行う。 

・ 契約書に記載の対価は 12百万円。 

 

【具体的適用】 

ステップ① 顧客との契約を識別する。 

ステップ② 「商品 Xの販売」と「保守サービスの提供」を履行義務として識別する。 

 →それぞれが収益認識の単位となる。 

ステップ③ 「商品 Xの販売」及び「保守サービスの提供」に対する取引価格は合計 12百万円。 

ステップ④ 取引価格 12百万円を収益認識の単位である各履行義務に配分する。 

 →ここでは「商品 Xの取引価格 10百万円」と「保守サービスの取引価格 2百万円」と仮定。 

ステップ⑤ 各履行義務の性質に基づき、 

 「商品 Xの販売」は、一時点で履行義務を充足すると判断。 

 →商品 Xの引渡時に収益 10百万円を認識する。 

 「保守サービスの提供」は、一定の期間に亘り履行義務を充足すると判断。 

 →当期及び翌期の 2年間に亘り収益 2百万円を認識する。 

 

【結論】 

当期の売上 11百万円（＝商品 Xの販売 10百万円＋保守サービスの提供 1百万円） 

翌期の売上 1百万円（＝保守サービスの提供 1百万円） 

（次回に続く） 
  

 

KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
小石川会計事務所（経営管理及び監査業務） 

ジェトロバンコクの講師が直接、貴社の経営管理・財務管理を指導いたします 
代表者： 長澤 孝人（日本国公認会計士） 

所在地： Room 2C, 1294 Sutthisan-Winitchai Road, Huay Kwang, Bangkok 10310（MRT スティサン駅徒歩 1 分） 

連絡先： 091-739-4777 または nagasawa@koishikawa.co.th 会社案内： http://koishikawa.p1.bindsite.jp/ 
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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

売上の新会計基準 

IFRS15 
 

前回から売上に関する新しい国際会計基準 IFRS15について記載しています。タイで NPAEｓ基準を適用

している会社でも、日本の親会社が上場している場合には、日本版の IFRS15 の導入によって数年内に

少なからず影響を受けますので、今から知っておいていただければと思います。 

 

■IFRS15における売上計上方法■ 
 

IFRS15の下では、売上の計上（会計用語では収益の認識と言います）は、以下の 5段階を経て行う決まり

になっています。 

 

 ステップ① ステップ② ステップ③ ステップ④ ステップ⑤ 

 

 

 

 

 

売上の計上基準がどう変わるのか、とりあえず感覚的に理解するためには、この 5 つのステップを逆から

考えるのがよいように思います。つまり、 

 

⑤ 売上は履行義務毎に計上する。 

④ そのためには履行義務別に取引価格を分けなければならない。 

③ 全体の取引価格はいくらなのか。 

② 全体の取引価格を配分するベースとなる、履行義務というものを特定しなければならない。 

① 履行義務を特定するために、顧客との契約内容を見ないといけない。 

 

これまで売上の計上は、実現主義という会計原則の下、会社や業界それぞれの商慣習に基づいて実務

が成り立っていました。しかし IFRS15 が適用されると、上記 5 つのステップを検討した上で売上計上する

ことが必須になります。監査人から、検討した過程の説明を求められることになるでしょう。 

 

なお日本の上場企業では、J-SOXの関係上、財務諸表作成に関連する内部統制の整備と運用の状況を

毎年確認する体制が求められるため、タイの子会社も、売上計上プロセスの一部分として 5 つのステップ

をどのように検討したかをきちんと文書化することまで必要になると思います。「過去からのやり方で売上

計上している」という説明しかできないと、会計監査が終わらないだけでなく、内部統制にも不備があると

の指摘を受けかねません。したがって現法管理者は、タイ人経理スタッフや監査人に任せ放しにするの

ではなく、自ら率先して IFRS15の理解と対処に努める必要があります。 

 

要件を満たす 

顧客との契約を 

識別する 

契約の中の 

履行義務を 

識別する 

履行義務毎に 

収益を 

認識する 

契約全体の 

取引価格を 

算定する 

取引価格を 

履行義務別に 

配分する 
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■顧客との契約を識別する（ステップ①）■ 
 

日本語版 IFRS15では「識別する」という日本語を使っており理解しづらいです。オリジナルの IFRS15で使

われている英語表現は Identifyですので、普通に「特定する」と考えればよいと思います。 

 

IFRS15は、まず顧客との契約内容を見ることからスタートします。売上計上の対象となる契約は、以下の 5

つの要件全てを満たしていなければならないと規定しています。契約とは、法的な強制力のある権利及

び義務を生じさせる複数の当事者間における取決めをいい、書面だけでなく、口頭、取引慣行等により

成立するものも含まれます。 

 

（1） 当事者が契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束していること。 

（2） 移転される物品・サービスに関する各当事者の権利を特定できること。 

（3） 移転される物品・サービスの支払条件を特定できること。 

（4） 契約に経済的実質がある（契約の結果、企業の将来キャッシュ・フローのリスク、時期または金額

が変動すると見込まれる）こと。 

（5） 顧客に移転する物品・サービスと交換に、企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が

高いこと。 

 

このうち（4）（5）は、従来の売上計上基準 IAS18 と大差ありません。（1）（2）（3）が IFRS15 における新しい

条件です。ステップ②で履行義務を特定するための前提条件と言えます。もし契約の一方の当事者が、

他方の当事者に補償することなく、完全に未履行の契約を一方的に解約する権利を有している場合には、

義務の履行を約束しているわけではないため、当該契約は売上計上の対象になりません。 

 

顧客との契約が（1）～（5）のいずれかの要件を満たさない場合、当該契約が要件を事後的に満たすかど

うかを引き続き評価し、契約が要件を満たした時に、この会計基準の下で売上を計上します。もし要件を

満たしていない時点で顧客から対価を受け取った場合には、要件が事後的に満たされる時まで、将来に

おける物品・サービスを移転する義務または対価を返金する義務として負債を計上します（要は前受金計

上）。ただし、顧客への返金が不要になった時には、受け取った対価は収益として計上します。 

 

なお、同一の顧客と同時またはほぼ同時に締結した複数の契約がある場合で、以下（1）～（3）のいずれ

かに該当する場合には、複数の契約を結合し、単一の契約とみなして以降のステップを検討する必要が

あります。 

 

（1） 複数の契約が同一の商業的目的を有するものとして交渉されたこと。 

（2） 1つの契約において支払われる対価の額が他の契約の価格または履行により影響を受けること。 

（3） 複数の契約において約束した物品・サービスが一連の別個の物品・サービスであり、単一の

履行義務となること。 

 

請負事業においては、顧客での予算の関係上、複数契約間での金額付け替えを求められるケースがよく

あります。IFRS15の下では、それらは単一の契約とみなして検討することになると思います。 

（次回に続く） 

 
  

 

KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
小石川会計事務所（経営管理及び監査業務） 

ジェトロバンコクの講師が直接、貴社の経営管理・財務管理を指導いたします 
代表者： 長澤 孝人（日本国公認会計士） 

所在地： Room 2C, 1294 Sutthisan-Winitchai Road, Huay Kwang, Bangkok 10310（MRT スティサン駅徒歩 1 分） 

連絡先： 091-739-4777 または nagasawa@koishikawa.co.th 会社案内： http://koishikawa.p1.bindsite.jp/ 



MOTHER BRAIN MONTHLY REPORT                      30 APRIL 2018 

TG - 9 

 
テラスグループ各社のサービスのご案内、各社の地図、月報購読・Q&A サービスのお申し込みはこちらから→ http://www.tellusgp.com 

 

 

 

 

 
 

 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

売上の新会計基準 

IFRS15 
 

売上に関する新しい国際会計基準 IFRS 第 15 号について連載しています。タイで現在 NPAEｓ基準を適

用している会社でも、日本の親会社が上場企業である場合には、日本版の IFRS15の導入によって、近い

将来影響を受けることになりますので、今から知っておいていただければと思います。 

 

IFRS15に基づく売上計上は、5つのステップを踏んで行います。今回はステップ②の話です。 

 ステップ① ステップ② ステップ③ ステップ④ ステップ⑤ 

 

 

 

 

 

■契約の中の履行義務を識別する（ステップ②）■ 
 

ステップ①は、顧客との契約内容を見て、IFRS15 に定められた要件に当てはまるかどうかを確認すること

でした。当該要件全てに当てはめることができれば、それを根拠として売上計上を認めるということを意味

しています。タイの会社の場合、正式な契約書の形よりもQuotationや POにおいて取引の諸条件を記載

し、相手方がサインバックすることにより合意する形が多いと思いますので、その記載事項を再確認し、

IFRS15の要件の観点からモレや不明瞭な項目があれば、手直しする必要が出てきます。 

 

ステップ①で売上計上の根拠が整ったら、ステップ②です。当該契約の中で定められている顧客に対す

る履行義務には何があるかを識別します。IFRS15 の下では、売上は履行義務毎に計上することになって

いるため、履行義務をどのように捉えるかによって、1 回当たりの売上計上金額、つまり売上計上単位が

違ってくることになります。したがって、ステップ②が実務上最も重要になると個人的には考えています。 

 

履行義務は、原文ではPerformance Obligationというピンと来ない表現です。そこで日本版 IFRS15を見る

と、以下のように定義しています。 

 

【履行義務とは】 

・ 別個の物品またはサービスを顧客に移転する約束（あるいは別個の物品またはサービスの束） 

・ 一連の別個の物品またはサービスを（顧客に移転する約束特性が実質的に同じであり、顧客へ

の移転のパターンが同じである複数の物品またはサービス） 

 

困ったことに日本版 IFRS15 も、原文を直訳しただけの意味不明な日本語になっています。思い切って意

訳してしまうと、履行義務とは、契約上顧客に物品やサービスを提供する義務のことであり、それが契約の

内容によっては、単一の義務ではなく複数の義務になっていることもあり、また、複数の義務をそれぞれ

別個の義務ではなくまとめて一連の 1 つの義務として捉えるべきケースもあるということです。その捉え方、

要件を満たす 

顧客との契約を 

識別する 

契約の中の 

履行義務を 

識別する 

履行義務毎に 

収益を 

認識する 

契約全体の 

取引価格を 

算定する 

取引価格を 

履行義務別に 

配分する 
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つまり履行義務のまとめ方次第で、結果として売上計上単位が変わることになるというのがミソです。 

 

契約上、複数の履行義務がある場合の履行義務のまとめ方は、IFRS15 で決められています。次の（1）と

（2）の要件いずれも満たす場合には、複数の履行義務を別々のものとして取り扱うことになっています。

結果として、売上は履行義務毎に別々に計上することになります。 

 

【複数の履行義務を別個のものとして扱う要件】 

（1） 顧客が当該物品またはサービスから単独で便益を享受することができること。あるいは、当該物

品またはサービスと顧客が容易に利用できる他の資源を組み合わせて顧客が便益を享受するこ

とができること。 

（2） 当該物品またはサービスを顧客に移転する履行義務が、契約に含まれる他の履行義務と区分し

て識別できること。当該履行義務の性質が、契約上、当該物品・サービスのそれぞれを個々に移

転するものか、あるいは当該物品・サービスをインプットとして使用した結果生じる結合後のアウト

プットを移転するものかを判断する。 

 

もし上記 2 つの要件いずれか一方でも満たせない場合には、複数の履行義務は区分せず、まとめて取り

扱わなければなりません。つまり、別個に売上計上することは認められません。IFRS15 は、区別できない

ケースとして次の例を挙げています。 

 

・ 当該物品・サービスをインプットとして使用し、他の物品・サービスと結合してアウトプットとしての

物品・サービスの束に統合するという重要なサービスを提供している場合。 

・ １つまたは複数の物品・サービスが、契約上の他の１つまたは複数の物品・サービスを著しく修正

するまたは顧客仕様にする。あるいは、他の物品・サービスによって著しく修正されるまたは顧客

仕様のものにされる場合。 

・ 物品・サービスのそれぞれの相互依存性・相互関連性が高く、契約上の他の物品・サービスによ

り著しく影響を受ける場合。 

 

とりあえず理解のための事例を 1つ記載します（収益認識会計基準設例 5-2）。 

【前提】 

・ 特殊仕様の複数ユニットから成る装置の販売契約。各ユニットはそれぞれ独立して稼働可能。 

・ 契約は、当該ユニットを製造するための製造プロセスの確立を含む。装置の仕様は顧客設計に基づ

く特有のものであり、装置の販売契約とは別の契約に基づいて開発する。 

・ 契約上、当該装置の材料の調達、外注管理、製造、組立、試験等、全体的な管理責任を負う。 

【履行義務の判定】 

・ 装置の各ユニットが他のユニットと独立して機能し得ることから、顧客はそれぞれの装置から単独で

便益を享受することができる。したがって上記要件（1）は満たしている。 

・ しかし契約上、様々な物品・サービス（インプット）を、全体の工程管理も含め特殊仕様の装置（アウト

プット）に統合するという重要なサービスを提供する責任を負っている。また、装置を製造するための

各種活動は、相互依存性及び相互関連性が非常に高い。したがって上記要件（2）は満たさない。 

・ 結論として、顧客に提供する物品及びサービスは別個のものではなく、全てを単一の履行義務とし

て取り扱う。 

（次回に続く） 
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